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イメージわかない義務内容

　来月4月からと10月から，2回

に分けて育児・介護休業法のいく

つかの改正法が施行されます。人

事の皆様は，育児・介護休業規定

の改訂手続きやそれに伴い新たな

内容となる労使協定の結び直し作

業にお忙しいことと拝察します。

　今回は，規定改定などに加えて，

例えば，育児関連では，10月から

妊娠・出産の申出の社員を対象に

「個別の意向聴取と配慮」，3歳に

なるまでの適切な時期の社員（具

体的には，お子さんが1歳11ヵ月

に達する日の翌々日から2歳11ヵ

月に達する日の翌日までの間に，

その社員）に，3歳以降の子を養

育するにあたり柔軟な働き方が実

現できるよう，会社が整備しなけ

ればならない措置の内容について，

「個別周知」と「意向確認」ならび

に「個別の意向聴取と配慮」，それ

ぞれの対応が義務付けられること

になりました。育児の“義務付け

られる”内容は，図のブロックで

示されている10と11となります。

　「個別周知」と「意向確認」，「個

別の意向聴取」と「配慮」とは具

体的には何なのか？ 筆者にはこれ

ら4つの言い回しを見ただけでは，

措置義務の一片のイメージすら持

つことはできませんでした。

図　 10月からの育児関連の措置
義務の全体像
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　これに先立つ4月からは介護関

連で，介護離職防止のための措置

が企業には新たに義務付けられま

した。介護に直面したことを申し

出た従業員には，各社の介護休業

規定などの介護関連の内容の個別

の周知と意向の確認が，介護に直

面する前の早い段階の社員には，

各社の介護休業規定などの介護関

連情報の提供が，新たに義務付け

られることになります。ちなみに，

介護に直面する前の早い段階の社

員とは「40歳に達する日の属する

年度の初日から末日までの期間」

または「社員が40歳に達する日の

翌日から起算して1年間」のいず

れかであるとされています。

 効果が見えた前例に倣う

　これら，厚生労働省発信の通達

やQ&Aを何度読んでも分かりに

くさは否めません。厚生労働省の

新パンフレットを取り寄せ，ようや

く企業人事がやるべき内容が判明

しましたが，その後の手続きの煩

雑さにうんざりします。弊社PMP

でも昨年末から，取引先各社人事

と改正育児・介護休業法について

の打ち合わせを行い，また筆者は

セミナー等で改正内容についての

解説を行っていますが，これほど

企業人事から評判の悪い“義務”

もずいぶんと珍しく思います。

　先日，労働行政に携わる幹部の

方々と情報交換する機会があり，

その際に，これら「個別周知」と

「意向確認」，「個別の意向聴取」

と「個別の意向の聴取への配慮」

が，今回の法改正に加わった背景

を伺うことができました。

　実は，これに先立つ2022年 4月，

本人または配偶者の妊娠・出産等
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を申し出た個々の労働者に対して，

育児休業制度等に関する「個別の

周知と意向の確認」が義務付けら

れました。そして2022年は17.33

％でしかなかった男性の育児休業

取得率が，2023年には30.1％と著

しく増加していることから，厚生

労働省は，これはこの「個別の周

知と意向の確認」によるものとい

う認識があるとのことでした。

　実際に，2023年に初めて育児休

業を取得した男性社員への聞き取

り調査でも「会社に育児休業につ

いてのこのような仕組みがあるこ

とを今まで知らなかった」と答え

る社員が多くいたとのことでした。

　要は，社員が会社の育児休業規

定や介護休業規定の内容を知らな

いのであれば，企業に社員 1人ひ

とりに規定内容を知らせることを

義務付けようというのが政府・行

政の考えのようです。

契約内容に関心薄い日本人

　ご存じのように育児・介護休業

規定は別規定としていることが多

いですが，これも就業規則の一部

であると整理されます。労働基準

法第106条には就業規則の周知義

務が定められており，その周知の

方法は①会社の見やすい場所に掲

示または備え付ける，②書面を交

付する，あるいは③デジタル化し

て社員が閲覧を可能とする，のい

ずれかとされており，育児・介護休

業規定についてもどの企業でもす

でにこの措置がとられています。

　労働基準法では，就業規則が労

働契約の内容の一部となり，従業

員がその内容を知らなければ，適

切に義務を果たすことも，権利を

行使することもできないことか

ら，従業員に対して適切な方法で

周知することを企業に義務付けて

いるものです。

　厚生労働省が2022年 4月，2025

年 4月と10月からそれぞれ行うと

している「個別の周知」と「意向

の確認」，「個別の意向の聴取」と

「個別の意向の聴取への配慮」と

いう一連の義務は，労働基準法第

106条の就業規則の周知義務に加

えて，企業に育児・介護休業規定

関連の情報を，育児や介護のニー

ズを抱えそうな社員には， 1人ひ

とりに対して必ず教えることをさ

らに義務付けるものであるという

整理をしました。

　実は就業規則本則についても，

社員が読んでいない，理解してい

ないことから生じる労務トラブル

は実は少なくありません。対して，

日本企業で働く外国人社員は，就

業規則本則ばかりでなく，育児・介

護休業規定も細かく目を通して，分

からないことがあれば人事に問い

合わせるという現象が見られます。

　就業規則にしろ，雇用契約書に

しろ，自分と企業との労働契約で

あるということの意味を考えれ

ば，「個別周知」と「意向確認」，「個

別の意向の聴取」と「個別の意向の

聴取への配慮」などの措置義務な

どなくとも，男性社員も，配偶者

の育児負担に十分に配慮して父親

の義務として育児を行うのは当然

のことではないかとも思います。

　筆者はかねてより，日本人社員

は雇用が契約によるという法的原

則を必ずしも理解していないと言

い続けていますが，今回の厚生労

働省の一連の措置義務は，契約へ

の無理解をよしとしたままで，一

方の契約当事者である企業に，す

でに周知されておりいつでも自分

で確認できる育児・介護休業規定

という契約内容を，相手の必要な

時に「さあ一緒に勉強しましょう」

と子供相手に優しく接するかのよ

うにいちいち教えなければならな

いとしているようなものです。

　最後に，2022年の措置義務の

おかげで急激に“改善”されたとい

う男性社員の育児休業の中身＝休

業日数を下の表が示しています。

育児休業は取るようになりました

が，育児休業日数は女性社員の

10分の 1よりも少ないようです。

表　 取得期間別育児休業後復職者
割合
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